
認知症対応型共同生活介護重要事項説明書

１ 当認知症対応型共同生活介護サービスについての相談窓口

電 話 ０３－３９５１－７１３３（午前９時～午後５時）

担 当 野里 安彦

※ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。

２ 当認知症対応型共同生活介護の概要

（１） ホームの内容等

名称 グループホーム南長崎 野の里

所在地 豊島区南長崎４－２７－１３

事業者番号 １３７１６０２６３０

（２） ホームの職員体制

●管理者 野里 安彦

●計画作成担当者 計 2名 野里安彦 横田優香

●介護職員等 ヘルパー（ 12 名以上）

勤務時間：日勤時間帯 6：00～21：00 夜間時間帯 21：00～6：00

（３）設備の概要

① 建物構造・敷地面積 木造二階建て ・ ２４０．４０㎡（７３坪）

2 居室数 １階６部屋、２階６部屋

3 トイレ数 各階２箇所

4 浴室数 ２箇所

5 リビング １階、２階

6 車両 １台

３ サービスの内容

1 入浴、排泄、食事等の介護及び日常生活上のお世話

2 運動支援（ラジオ体操、踏み台昇降、自転車こぎなど）

3 趣味活動支援（読書、縫い物、外出支援など）

4 毎日の健康チェック（体温、血圧測定など）



４ 利用料金

1 敷金 ７７，０００円 (入居時、家賃の１カ月分)

(退居時原状回復の費用に当て余剰分は返金いたします。)

② 家賃 ７７，０００円／月

③ 水道光熱費 １０，０００円／月

④ 食材料費 ４０，０００円／月

⑤ 共益費 ２３，０００円／月

※共益費 エレベーター定期点検メンテナンス代、防災設備機器点検代、定期清掃

（共用部分、水廻り、キッチン等、床WAX、消毒、窓外部清掃など）

建物修繕費用、車両維持費、日常共同生活費（洗剤、トイレットペーパー、ティ

ッシュ、ゴミ袋、シャンプー、リンス、石鹸、薬用アルコール（殺菌）など）

〇生活保護受給者 敷金 69,800円 家賃 69,800円

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払わ

れない場合があります。その場合は、一旦介護保険料分を全額いただき、サービス

提供証明書を発行いたします。後日区市町村の介護保険担当窓口に提出しますと、

差額の払い戻しを受けることができます。

○支払方法 毎月１５日頃までに前月分の請求をいたしますので、月末までにお支

払い下さい。お支払い頂きますと、領収書を発行いたします。

お支払い方法は、銀行振込、現金集金の２通りの中からご契約の際に

お選び下さい。

５ サービスの利用方法

（入居手続き）

入居申込書、保証人届書、診療情報提供書、フェイスシート、敷金、利用

料分のお支払い、契約書の手続き終了により入居となります。（詳しくは、

当社職員が説明いたします。）

（退居手続き）

1 お客様のご都合でサービス利用契約を終了する場合

サービスの終了を希望する日の１ヵ月前までに文書でお申し出下さい。

2 当社の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させてい

ただく場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通

知いたします。



3 自動終了

以下の場合は、双方の通知が無くても、自動的にサービスを終了いた

します。

・ お客様が他の介護保険施設に入所した場合

・ 介護給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該

当（自立）及び要支援１と認定された場合

・ お客様がお亡くなりになった場合

4 その他

・ 当施設が正当な理由無くサービスを提供しない場合、守秘義務に反

した場合、お客様、ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を

行った場合、又は当社が破産した場合、お客様は文書で解約を通知

する事によって即座にサービスを終了することができます。

・ お客様がサービスの利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を

支払うよう催促したにもかかわらず、１０日以内に支払われない場

合、お客様が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した

場合、お客様が入院病気等により２ヶ月間以上にわたりサービスが

利用できない状態であることが明らかになった場合、又はお客様や

ご家族などが当施設や当施設の従業員に対して、本契約を継続しが

たいほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、即

座に契約を終了させていただくことがございます。

・ 利用者の身体的状況が運営規定第 10 条入退居に当たっての留意事項

において、各号を満たせなくなった場合。

６ 当ホームの特徴等

（１）運営方針

利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその事業所に

おいて、その有する能力に応じた共同生活を営むことができるよう、認知症対応

型共同生活介護を提供する。

（２）選択のための情報提供

・ 男性職員の有無 有

・ 身体的拘束 無

・ 職員研修 定期研修

・ 防災、避難訓練等 6か月に 1回



７ ホーム利用の留意事項

○ 面会 午前 9時～午後 7時

○ 外出・外泊 可（事前にご相談ください）

○ 金銭、貴重品の預かり 可（相談の上）

○ 所持品持ち込み 可（相談の上）

○ 事業所外での受診 可

○ 飲酒、喫煙 不可

〇 宗教の勧誘 不可

８ 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。

（1）虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 代表 野里 安彦

（2）成年後見制度の利用を支援します。

（3）苦情解決体制を整備しています。

（4）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。

（5）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを豊島区に通報します。

９ 感染症対策

事業者は、感染症の発生及びまん延の防止のため、感染症対策委員会を定期的に開催する

とともに、感染症予防及びまん延防止に関する指針を整備しています。また、職員に対し、感

染症の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練（シミュレーション）を定期的に実施し、

感染症発生時においても適切なサービス提供が継続できる体制を整備しています。

10 業務継続計画（BCP）

事業者は、感染症や自然災害等の発生時においても、利用者に必要なサービスを継続的に

提供できるよう業務継続計画（BCP）を策定しています。また、職員に対し、業務継続計画に

関する研修及び訓練を定期的に実施し、非常時における対応体制の整備に努めています。

11 身体拘束適正化について

事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。やむを得ず身体

的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や



むを得ない理由を記録します。また、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化検討

委員会の開催、指針の整備及び職員研修を実施しています。

12 ハラスメント防止について

事業者は、職場におけるハラスメント及び利用者・家族等からのハラスメントの防止に努めま

す。ハラスメントの防止を図るため、相談体制を整備するとともに、職員に対する研修を実施し、

良好な職場環境の確保及び適切なサービス提供に努めます。

13 緊急時の体制

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、協力病

院、救急対応、親族等に速やかに連絡、対応いたします。

14 協力医療機関

〇医療機関名：井口クリニック 所在地：東京都豊島区南長崎 2-5-12

電話番号：03-5988-7595 診療科目：内科・神経内科

〇医療機関名：としま昭和病院 所在地：東京都豊島区南長崎 5-17-9

電話番号：03-3953-5555 診療科目：内科・外科・救急対応等

〇医療機関名：大塚デンタルオフィス

電話番号：0120-76-4182

診療科目：訪問歯科診療

15 非常災害対策

・防災時の対応 消防署への連絡（救急隊、消防隊等の手配）非難誘導等

・防災設備 自動通報装置、スプリンクラー[年２回点検]

消火器、救難はしご等必要な設備を備えています

・防災責任者 野里 安彦



16 サービスについての苦情等

（１）当ホームの苦情対応

担当 野里 安彦 電話 ０３－３９５１－７１３３

（２）豊島区の苦情窓口

介護保険課 豊島区南池袋 2-45-1（新庁舎所在地）

電話 ０３－３９８１－１３１８

月～金 8:30～17:00 (祝日、12/29～1/3 除く)

（３） 東京都国民健康保険団体連合会

国保連合会苦情相談窓口 ０３－６２３８－０１７７

月～金 9:00～17:00 (土・日・祝日除く)

17 当社の概要

名称、法人種別 有限会社 Ｂ－ＦＡＭＩＬＹ

代表取締役 野里 安彦

本部所在地 埼玉県所沢市上新井３丁目３１番地２０

電話 ０3－3951－７133

定款の目的に定めた事業 認知症対応型共同生活介護施設等の経営



令和 年 月 日

認知症対応型共同生活介護の利用にあたり、本書面で重要な事項の説明を行いまし

た。

事業者

所在地 埼玉県所沢市上新井３丁目３１番地２０

名 称 有限会社 B-FAMILY

代表取締役 野里 安彦

事業所

所在地 東京都豊島区南長崎 4－27－13

名 称 グループホーム南長崎 野の里

管理者 野里 安彦

私は、本書面により、事業者から認知症対応型共同生活介護についての重要な事項

の説明を受けました。

利用者 住所

氏名 印

代理人 住所

氏名 印

続柄


